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○：必ず提出　　△：該当する場合提出

問合せ先

共　　済　　組　　合
互助組合

短期給付係 長期給付係

082-513-4957 082-513-4959 082-
228-1386

提出書類　　　　

　　　　異動事項
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※15
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新規

ａ　新規採用 ○
△
※2

△ ○
○

※16
○

※18

ｂ　任期付職員 ○ ○ △ ○
○

※16
○

※19

ｃ　再任用職員（フルタイム） ○ ○ △
△

※16
○

※19

ｄ　臨時的任用職員　※１ ○ ○ △ ○
○

※16
○

※19

ｅ　会計年度任用職員のうち
共済組合資格取得者 ○

○
※3

△ ○
○

※16
※20

継続 上記ｂからｄの者で任用期間延長
（継続の手続が不要となっている職員を除く） ○ ○ ○

転入

他支部から（他県から） ○
○
※4

△
※2

△ ○ ○ ○
○

※18

他の公務員共済・互助組合から
（市町教育委員会・知事部局・県警等から） ○

△
※2

△
※5

○ ○ ○
○

※18

県内
異動

県費職員→県費職員

手続不要
広島市費職員のうち小学校・中学校・特別支援
学校間で異動する職員

県費職員→市町費職員
（県立高校→市立高校 等）

○
※６

○
※７

○
※18

○

市町費職員→県費職員
（市立高校→県立高校 等）

○
※６

○
※７

○ ○

市町費職員→同一の市町費職員
（市立幼稚園→同一の市立幼稚園 等）

○
※８

△
※９

市町費職員→他の市町費職員
（市立高校→他市の市立高校 等）

○
※８

△
※10

○
※18

○

転出

他支部へ（他県へ） ○ ※11
△

※12
○ ○

他の公務員共済・互助組合へ
（市町教育委員会・知事部局・県警等へ） ○

○
※13

△
※12

○ ○

退職
○

※14
○

△
※12

○
※17

○

人事異動に伴う必要な手続　①
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※ 1 新地方公務員法第 22 条の 3 などで規定する臨時的任用職員。
※ 2 市町費職員の場合必要。
※ 3 常勤の勤務時間以上で勤務した日が 18 日以上ある月が引き続き 12 か月を超えるに至っ

た人で，さらに引き続き会計年度任用職員として勤務する場合，13 か月目の初日に資格
を取得するので，この間の全ての辞令の写しを提出する。（ 「勤務した日」には，週休日
を含まない。年次有給休暇等の給与支給対象日は「勤務した日」に含む。）

※ 4 転入前交付を受けていた組合員証等。
※ 5 転入前交付を受けていた被扶養者証の写しを添付。（ない場合は，新規の認定と同様の書

類を添付）
※ 6 異動登録のため，異動前及び異動後の所属所から提出する。
※ 7 異動後の所属所から提出する。（組合員証番号が変更になる。）
※ 8 異動後の所属所から提出する。
※ 9 広島市費職員のうち，小学校・中学校及び特別支援学校等と市立高校等間で異動する場

合は異動後の所属所から提出する。（組合員証番号が変更になる。）
※ 10 広島市とその他の市町で異動する場合は異動後の所属所から提出する。（組合員証番号が

変更になる。）
※ 11 組合員証等は異動先の所属所に提出する。
※ 12 市町費職員の場合，又は県費職員で任期満了前に退職（転出）する場合必要。
※ 13 被扶養者がいる場合，転出先での被扶養者認定で必要なため，公立学校共済組合の被扶

養者証の写しを取っておくこと。
※ 14 定年退職後，引き続き再任用職員となった場合も必要。任期付職員・臨時的任用職員が

退職後，引き続き本務者として採用された場合も必要。
※ 15 前歴期間が長い場合，年金事務所等で発行される「被保険者記録照会回答票」の写しを

添付することで内容の記載を省略できる。（年金加入期間等報告書には，別紙のとおりと
記入すること。）

※ 16 初めて組合員の資格を取得する場合及び前回の資格喪失から 1 日以上間を空けて資格を
取得する場合は提出が必要。

※ 17 全ての組合員（臨時的任用職員，任期付職員，再任用職員（フルタイム）等含む）が退
職する場合に提出必要。ただし，年金受給者が退職の場合は提出不要。別途書類を送付
するので支部まで連絡すること。

※ 18 市町費職員は，互助組合に加入できない場合がある。
※ 19 互助組合に加入希望者は，資格取得から 20 日以内に提出する。（退職医療制度の加入者

を除く。）ただし，市町費職員は加入できない場合がある。
※ 20 別途通知します。

組合員証・被扶養者証の返納は，必ず異動前の所属所に！
（ただし，他県に異動する場合はその異動先に提出）

次のページへ続く
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○：必ず提出　　△：該当する場合提出

問合せ先

共　　済　　組　　合 互　助　組　合

経理貸付係 貸付

082-513-4955 082-228-1386

提出書類　　　　

　　　　異動事項
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報
に

関
す
る
同
意
書

借
入
状
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の
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し
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新規

ａ　新規採用 ー ー

ｂ　任期付職員 ー ー

ｃ　再任用職員（フルタイム） ー ー

ｄ　臨時的任用職員　※１ ー ー

ｅ　会計年度任用職員のうち
共済組合資格取得者 ー ー

継続 上記ｂからｄの者で任用期間延長
（継続の手続が不要となっている職員を除く） ー ー

転入

他支部から（他県から） 当支部に電話連絡
（当支部で引き続き償還） ー

他の公務員共済・互助組合から
（市町教育委員会・知事部局・県警等から） ― △

※21 ※24

県内
異動

県費職員→県費職員

手続不要

手続不要

広島市費職員のうち小学校・中学校・特別支援
学校間で異動する職員

県費職員→市町費職員
（県立高校→市立高校 等）

手続不要
※25又は26

市町費職員→県費職員
（市立高校→県立高校 等）

手続不要
※25

市町費職員→同一の市町費職員
（市立幼稚園→同一の市立幼稚園 等）

手続不要
※25

市町費職員→他の市町費職員
（市立高校→他市の市立高校 等）

手続不要
※25又は26

転出

他支部へ（他県へ） 当支部に電話連絡
（他支部で引き続き償還） 全額返済

他の公務員共済・互助組合へ
（市町教育委員会・知事部局・県警等へ）

○
※22 ー ※24

退職 手続不要　※23 手続不要
※27

人事異動に伴う必要な手続　②
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※ 21 転入前の共済組合からの借入金を返済するために，当共済組合で貸付けを受ける場合の
み提出する。

◆申込締切日 ……… 貸付け決定月の 5 日（県の休日の場合は，その翌日）必着
◆貸付限度額 ……… 転入前の共済組合の貸付金残高の範囲内で，かつ，当共済組合の

定める最高限度額の範囲内
◆貸付金の単位 …… 1 円単位
◆貸付金の振込 …… 貸付け決定月の 22 日（県の休日の場合は，その翌日）に本人の

口座に振り込む。転入前の共済組合への返済は，組合員自身が行う。
※ 22 未償還元利金は，原則全額一括返済となる。当共済組合が発行する「振込依頼書」指定

の口座に振り込むことにより，速やかに返済する。
ただし，転出先共済組合との協定により，転出後も引き続き償還が可能な場合がある（該
当者には当共済組合から通知がある。）。

※ 23 未償還元利金は，退職手当から控除する。
（退職手当金から全額控除できない場合は，不足分を当共済組合が発行する「振込依頼書」
で支払う。）

※ 24 転入出先互助組合との協定により，転入出先互助組合で引き続き償還が可能な場合あり。
※ 25 異動から数か月間は，償還金を「振込依頼書」で支払う場合あり。
※ 26 当互助組合に加入できない市町費の職員になる場合は，転出扱い。
※ 27 未償還元利金は，退職手当から控除する。

（退職手当金から全額控除できない場合は，不足分を互助組合が発行する「振込依頼書」
で支払う。ただし，一部の市町費組合員は全額振込による償還となる。）

携帯電話・スマートフォンからでもアクセスできます。
https://www.kouritu.or.jp/hiroshima/index.html　　　http://www.gojo.or.jp/

公立学校共済組合広島支部 検索 広島県教育職員互助組合 検索

「様式ダウンロード集」

各種様式はこちらから

ダウンロードして使用し

てください。

「福利厚生事務の手引」

福利厚生事務の手引は

こちらからダウンロード

してください。

「組合員専用ページ」

組合員番号と生年月日

（西暦）を入力してログ

インしてください。

2019/10/8 トップページ:公⽴学校共済組合広島⽀部
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サイトマップ ⾳声読み上げ ⽂字サイズ・⾊合い変更

検索お問い合わせ

広島⽀部の組合員の⽅に向けた

⼿続き・厚⽣サービスを中⼼に

ご案内します。

・様式ダウンロード集 ・公⽴学校に就職したとき

・結婚するとき ・⼦が⽣まれるとき

・病気やケガをしたとき ・交通事故にあったとき

・災害にあったとき ・資⾦を必要とするとき

⼀覧へ

 トップページ > 広島⽀部トップページ

組合員

組合員

その他

組合員

組合員

2019年10⽉04⽇ レディース検診(巡回検診型)の申込受付を開始しました!(締
切:10⽉25⽇⾦曜⽇) NEW

2019年10⽉02⽇ 今年度末で退職を予定している共済の貸付けを返済中の皆さ
まへ NEW

2019年09⽉06⽇ 令和元年度 公⽴学校共済組合広島⽀部職員採⽤試験を実施
します(受付締切:令和元年10⽉18⽇⾦曜⽇)

2019年09⽉02⽇ 福利ひろしまvol.291号(令和元年9⽉)を発⾏しました

2019年08⽉19⽇ 9⽉20⽇締切「健康づくり宣⾔」に参加してこころもからだ
も元気に

  

  

 

  

  

 

ログイン 組合員専⽤ページ

・健康管理を考えるとき ・⼈間ドック

・メンタルヘルス相談 ・ストレスチェック

・リフレッシュするとき ・災害対策事業資⾦

⼀覧へ

・事務所案内 ・お問い合わせ

・福利ひろしま ・福利厚⽣事務の⼿引

・採⽤情報

⼀覧へ

ログイン 事務担当者専⽤ページ

・中国中央病院 ・直営病院のご案内

組合員資格・年⾦
の⼿続き

短期給付
の⼿続き

治療をうける
際の⼿続き

資⾦をかりる
際の⼿続き

特定健康診査
特定保健指導

の⼿続き
厚⽣サービス

の⼿続き

2019/10/8 トップページ | （⼀財）広島県教育職員互助組合ホームページ

www.gojo.or.jp 1/2

 

互助組合からのお知らせ＆更新情報

現職者関係

退職者関係

ご案内・事業を更新しました。

⼤⾬により被害を受けられた組合員への⽀援制度について
今回の⼤⾬により被害を受けられた組合員の皆様に対し，⽀援制度を実施しています。詳しくは，お問合せ先欄の担
当係にご相談ください。

ご案内・事業を更新しました。

貸付利率の引き下げについて

「互助だより」No.114号（R元年度２回⽬）を掲載しました。

「互助だより」No.113号（R元年度１回⽬）を掲載しました。

今年度から，退職医療制度の事業内容を⼀部変更します。（慶祝⾦の⼀部・⼊院
助成⾦）

医療給付証明書の交付について
70歳までの退職医療組合員の⽅の「療養補助⾦」の給付額について，確定申告で医療費控除の適⽤を受けるために，
医療給付証明書の交付が必要な⽅は 互助組合事務局（電話・FAX）までお申し込みください

広島県教育委員会事務局管理部 健康福利課内

サイトマップ

トップページトップページ ご案内 事業 福祉施設 様式ダウンロード集 広報誌

よくあるご質問

事業等（現職者）

事業等（退職者）

運営規則等 

情報公開 

様式ダウンロード集 

2019/07/19

2018/07/10

2018/07/09

2018/05/21

2019/08/08

2019/07/16

2019/04/01

2018/10/09

⼤中⼩⽂字サイズ

ホームページの御案内 福利調整係
（082）513-4951


